
ケアマネジャーが決まっている場合のルールの概要・現状・課題 

入院の連絡 

入院時情報提供書の提出 

情報交換・連携 

退院日の５日以上前に退院の連絡 

退院 
カンファレンス 

サービス 
調整 

ル
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ル
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退院しても 
安心 

＊左記のプロセスをルール化することに
より、地域の病院とケアマネジャーの連
携がスムーズになる 

→・安心して退院ができる 
  ・状態の悪化や再入院の予防   
      につながる 

病棟看護師 

ケアマネジャー 

皆でつくったルールだから大切
にしよう！ 
（ルールは半年ごとに見直し） 

退院が早く分かれば、自宅で生活
する準備ができるのになぁ 

ベッドの設置やリハビリ利用の調整等の準備が
ないままに在宅生活を開始 

↓ 
生活に支障が出て状態が悪化したり、 

再入院に至るケースがある 
現
状 

ケアマネジャー 

H27.6月（東和地域7市町村） 
病院とケアマネの 
退院調整の連絡なし 

約５０％ 

退院 

    病院では…ベッド生活 
看護師の介助有りで 
生活に支障なし 

課
題 

• 地域の病院、ケアマネジャー等の合意に基づく退院調整ルールがないため、病院とケアマネジャーが連絡をとら
ないまま退院している患者が約半数いる。 

• そのため、退院後適切な在宅生活支援を受けられずに状態が悪化したり、再入院に至っているケースがある。 



ケアマネジャーが決まっていない場合のルールの概要・現状・課題 

課
題 

• 地域の病院、ケアマネジャー等の合意に基づく退院調整ルールがなく、退院調整が必要な患者の状態像がま
ちまちで、又、どこに退院調整の連絡をするのかが分かりにくい。 

• そのため、病院と地域包括支援センター等が連絡をとらないまま退院し、退院後適切な在宅生活支援を受けら
れずに状態が悪化したり、再入院に至っているケースがある。 

ル
ー
ル
の
概
要 

＊左記のプロセスをルール化することに
より、地域の病院と地域包括支援セン
ターの連携がスムーズになる 

→・安心して退院ができる 
  ・状態の悪化や再入院の予防 
      につながる 

病棟看護師 
皆でつくったルールだから大
切にしよう！ 
（ルールは半年ごとに見直し） 

介護保険の利用に向けて相談 

対象者の状況把握・介護申請等の支援 

情報交換・連携 

退院日の５日以上前に退院の連絡 

退院 
カンファレンス 

サービス 
調整 

介護保険の申請 

認定調査 
（状態が安定していれば） 

市町村 

地域包括 
支援センター 

退院しても 
安心 

ベッドの設置やヘルパー利用の調整等の準備が
ないままに在宅生活を開始 

↓ 
生活に支障が出て状態が悪化したり、 

再入院に至るケースがある 
現
状 

退院 

    病院では…ベッド生活 
看護師の介助有りで 
生活に支障なし 

地域包括支援センター 

退院後介護保険の利用が必要な人は、
退院に向けて病院と調整をしたいなぁ 

どのような状態の患者に退院
調整が必要？ 

ケアマネジャーが決まってい
ない場合はどこに連絡？ 


